
【お願い】ご参加を希望される方は、
できる限り事前にお申込をお願い
いたします。



東日本大震災から、早くも一年
が経過しようとしております。
避難されているみなさまは、長
期にわたる避難生活が精神的、
経済的なさまざまな負担を強い
られていることと存じます。私
たちはみなさまのさまざまな悩
みに対して、様々な支援団体と
連携体制をとりながらサポート
してまいります。お困りのこと
がありましたら、お気軽におた
ずねください。

東日本大震災にかかわる相談に、大阪弁護士会所属の
弁護士が対応いたします。家や車のローン・借金の問題、
就職先の問題、労働に関する問題、死亡と相続に関する
問題など、「なんでも」ご相談ください。

東電からの膨大な請求用紙への対応など、損害賠償につい
ての様々な悩みや不安は増しているのではないでしょうか。
賠償を請求する方法はひとつではありません。ご自身に適し
た方法で請求しましょう。

【【【【交通手段交通手段交通手段交通手段】】】】
・京阪中之島線「なにわ橋駅」下車 出口１から徒歩約５分
・地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車 １号出口から徒歩約１０分
・地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車 ２６号階段から徒歩約７分
・ＪＲ東西線「北新地駅」下車 徒歩約１５分

〒５３０－００４７ 大阪市北区西天満１－１２－５
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小さなお子様をお連れの方、託児が必要
であれば、お電話にてお伝えください。

相談会以外の日にも、大阪弁護士会では面談による
相談、電話による相談を実施しております。ご不明な
点がありましたら、お気軽にお電話ください。

【電話による相談】（平日午後１時～午後４時）

【面談による相談予約受付】

（平日午前９時１５分～午後８時）


